
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平素、弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

標記の件につきましてご案内申し上げます。 

よろしくご査収のほどお願いいたします。 

なお、当内容は、予告なく変更されることがあります。 

あらかじめご了承ください。 

 

システムの対応 

「インターＫＸ電子申告」 

    Ver.H24.13 リリースのご案内 

Ver.Ｈ2４.10 以降 

  

インターＫＸ電子申告 

電子申告システム H24.13 
Ver.H24.1 用のライセンスキーが必要です。 

Ver.H24.1 からのバージョンアップの場合は必要ありません。 

各アプリケーションの電子申告更新用プログラム （連動アプリケーション） 

法人税システム H24.20.e3 

電子申告する場合には、各アプリケーションを最新バージョンにする必

要があります。 

法人税システム H24.20 がインストールされている必要があります。 

   

 電子署名応援 

電子署名応援 H24.13  

 

 ＜予告＞2012 年 11 月リリース予定の給与システム Ver.H24.10 の電子更新用（e1）とも連動ができます。 

2012 年 10 月 17 日（水） 9 時 

発行プログラム  10月17日（水）9：00公開 

平成24年度法人税 復興特別法人税に対応 

法人税システムVer.H24.20で対応しました、「復興特別法人税」の電子申告に対応します。 

電子申告では、法人税と復興特別法人税は別の手続きとなるため、申告データを別々に取り込みます。 

復興法人税別表一のプレビューおよび、済印イメージ印刷に対応します。 

法人税システムが、Ver.H24.20にバージョンアップされていないと、「e3」にバージョンアップができません。 

【バージョンアップ順】 

 ①法人税システム（Ver.H24.20） 

 ②法人税電子申告更新用（e3）  の順にバージョンアップをお願いします。 

       ＋    

  電子申告システム（Ver.H24.13）    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 電子申告する場合は、アプリケーション側（法人税等）も最新バージョンである必要

があります。各アプリケーション（法人税等）の保守に加入されていない方はご加入

をお勧めします。 
 

eLTAX（地方税）からのお知らせ 

法人税システム H24.20 では地方税の様式変更に対応していますが、eLTAX では旧様式での受付対応となって 

 います。そのため、法人税 H24.2.e3 では eLTAX から提示されている「読替表」に従い、旧様式に読み替えて 

 出力を行います。 

 

≪eLTAX からのお知らせより（8/3）≫ 
2012/08/03 総務省令により改正された法人住民税・法人事業税・地方法人特別税各種様式への eLTAX の 

対応状況について（http://www.eltax.jp/newsarticle.2012-08-03.0000000051/index.html/） 

 

eLTAX においても新様式に対応すべくシステム改修作業を進めているところです。当該税制改正に伴う省令様式の

改正内容は下記リンクから閲覧できます。 

なお、新様式での eLTAX 受付開始時期は、平成２５年３月中旬以降になる予定です。 

詳細についてはこちら（http://www.eltax.jp/file.jsp?id=7463）をご覧ください。 

 

電子申告のおいての読み替えの可否については、以下のとおりです。△についてはご注意ください。 

様式番号 

（旧様式） 

様式番号 

（新様式） 

読み替えの可／不可  

（○：可、△：条件により不可） 

第六号様式 （変更なし） △ 

新様式で右上(資本金の下)に「非中小法人等」の項目が追加され

たため、法人基本情報画面で「非中小法人等」にチェックがある

場合は電子申告ができません。全て書面での提出になります 

第六号様式別表四の三 （変更なし） ○  

第六号様式別表四の四 第九号の二様式 ○ 
電子申告システムの取り込み帳票一覧では、旧様式番号で表示さ

れます 

第六号様式別表五 （変更なし） △ 
新様式で追加された(26)～(30)を使用する場合、この帳票は電子

申告ができません。ファイル添付か別途郵送になります。 

第六号様式別表九 （変更なし） △ 

「所得金額控除限度額②」が 80％に該当する法人や災害損失が

ある法人は電子申告ができません。ファイル添付か別途郵送にな

ります。 

第七号様式 （変更なし） ○  

第九号の二様式 第九号の三様式 ○ 
電子申告システムの取り込み帳票一覧では、旧様式番号で表示さ

れます 

第二十号の三様式 （変更なし） ○  

 


